
厚生労働大臣の定める掲示事項（２） 

看護職員の配置について 
 

「２階病棟では、１日に 8人以上の看護職員（看護師及

び准看護師）、が勤務しています。」 

 

〈時間帯毎の配置は下記のとおりです。〉 
 

【日勤帯】朝８時３０分～夕方１６時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は４人以内です。 

 

【準夜帯】夕方１６時３０分～深夜０時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は１２人以内です。 

 

【深夜帯】深夜０時３０分～朝８時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は１２人以内です。 

病院長 



厚生労働大臣の定める掲示事項（２） 

看護職員の配置について 
 

「３階南病棟では、１日に１４人以上の看護職員（看護

師及び准看護師）、２人以上の看護補助者が勤務していま

す。」 

〈時間帯毎の配置は下記のとおりです。〉 
 

【日勤帯】朝８時３０分～夕方１６時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は３人以内です。 

 

【夜勤帯】夕方１６時３０分～朝 8時 30分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は８人以内です。 

 

 

 

病院長 



厚生労働大臣の定める掲示事項（２） 

看護職員の配置について 
 

「４階南病棟では、１日に１１人以上の看護職員（看護師及

び准看護師）、４人以上の看護補助者が勤務しています。」 

 

〈時間帯毎の配置は下記のとおりです。〉 
 

【日勤帯】朝８時３０分～夕方１６時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は４人以内です。 

 

【準夜帯】夕方１６時３０分～深夜０時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は１７人以内です。 

 

【深夜帯】深夜０時３０分～朝８時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は１７人以内です。 

病院長 



厚生労働大臣の定める掲示事項（２） 

看護職員の配置について 
 

「４階北病棟では、１日に１３人以上の看護職員（看護師及

び准看護師）、１人以上の看護補助者が勤務しています。」 
 

〈時間帯毎の配置は下記のとおりです。〉 
 

【日勤帯】朝８時３０分～夕方１６時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は３人以内です。 

 

【準夜帯】夕方１６時３０分～深夜０時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は１２人以内です。 

 

【深夜帯】深夜０時３０分～朝８時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は１２人以内です。 

病院長 



厚生労働大臣の定める掲示事項（２） 

看護職員の配置について 
 

「５階南病棟では、１日に１６人以上の看護職員（看護師及

び准看護師）、３人以上の看護補助者が勤務しています。」 
 

〈時間帯毎の配置は下記のとおりです。〉 
 

【日勤帯】朝８時３０分～夕方１６時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は４人以内です。 

 

【準夜帯】夕方１６時３０分～深夜０時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は１９人以内です。 

 

【深夜帯】深夜０時３０分～朝８時３０分 

・看護職員１人当たりの受け持ち患者様は１３人以内です。 

病院長 


